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１．三宅町内の特定教育・保育施設について

三宅町内には、下記の特定教育・保育施設があります。

○幼保連携型認定こども園とは

保育所と幼稚園の両方の機能を併せ持つ施設です。『教育認定（１号認定）』、『保育認定

（２号認定）（３号認定）』を受けた子どもに、一体的に教育、保育を行います。

三宅幼児園では、年間の保育日数、1日の保育時間、保育料等は異なりますが、保育内容

及び行事、通園方法等は統一されています。

○小規模保育事業所B型とは

0歳児～2歳児の子どもを対象とする、定員１０名以下の小規模できめ細やかな保育を

実施する保育施設です。３歳児以降は、連携施設である三宅幼児園を利用して、教育・保育

を行います。

○特定教育・保育施設等を利用するためには

下記の認定を受ける必要があります。認定に応じて、利用できる施設が異なります。

保育施設名 所在地 電話番号 施設種別

三宅幼児園 伴堂７０３－１ ０７４５－４３－０６５４
幼保連携型

認定こども園

ひまわりのたね

保育所
伴堂８４７－３ ０７４５－４２－１３２０

小規模保育事業所

B型

認定区分 対象となる子ども 利用できる施設

教育認定（１号認定） 満３歳児以上の就学前の子ども（２号

認定を除く）

幼稚園・認定こども園

（教育）

保育認定

（２号認定）

標準時間 満３歳児以上で保護者の就労や疾病な

どにより、保育を必要とする子ども

保育所・認定こども園

（保育部分）

短時間

保育認定

（３号認定）

標準時間 満３歳児未満で保護者の就労や疾病な

どにより、保育を必要とする子ども

保育所・認定こども園

（保育部分）・小規模保

育事業
短時間
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２．幼保連携型認定こども園 三宅幼児園について

（１）教育認定（１号認定）入園について

〈対象年齢〉

３歳児～５歳児（令和２年４月２日生～令和５年４月１日生）

〈保育時間〉

月～金曜日・・・午前８時３０分～午後２時００分

※土曜日、日曜日、祝日は休業日

※春休み、夏休み、冬休みなどの長期休暇あり

〈徴収金〉※毎月徴収

・給食費・・・４，０００円（主食費：５００円、副食費：３，５００円）

※生活保護世帯、非課税世帯、多子世帯などは、副食費が減免されます。（1５ページ参照）

※８月は給食実施はありませんが、給食費は年間を通して徴収いたします。

・バス代・・・３，０００円（利用者のみ）※８月は除く

・その他・・・保護者会会費、絵本代等

・預かり保育料・・・１５分毎に２００円（上限なし）

〈給食〉完全給食（月～金）

〈申込時の必要書類について〉

□ 受付票

□ 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書（児童１人につき１部）

□ バス利用及び保育料・授業料口座振替金融機関調べ

□ 個人番号の提供書

※令和７年１月１日現在、他市町村に住民登録があった場合は、課税証明書の提出をお願

いする場合があります。

※上記の書類を揃えて、健康子ども課へご提出ください。

書類に不備がある場合は、受付できませんので、ご注意ください。
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（２）保育認定（２、３号認定）入園について

〈入園基準〉

下記の表のいずれかの事由により、｢保育の必要性の認定｣を受

けることが必要です。

保育を必要とする事由

保育必要量（１日）

認定期間短時間 標準時間

８時間 11時間

就労（保護者のいずれもが

月１２０時間以上） ●

小学校就学の始期に達するまで

の期間

就労（保護者の就労時間が

月４８時間以上月１２０時間

未満）

●

育児休業取得中の継続利

用保育
●

原則、生まれた子が満１歳に達す

る日の属する月末までの期間

（入所保留による育児休業期間

の延長時は除く）

妊娠・出産

●

出産予定月の前月から、出産日

より 8週間を経過する翌日が属

する月末まで

保護者の

疾病・負傷・障害 ●

疾病等が回復、平癒した日の月

末、又は小学校就学の始期に達

するまでの期間

親族の

常時介護・看護 ● ●

介護・看護が終了する日の月末、

又は小学校就学の始期に達する

までの期間

災害復旧

●

災害復旧し、保育の必要性がな

くなった日の月末、又は小学校

就学の始期に達するまでの期間

求職活動
●

利用開始後、３ヶ月が経過する日

が属する月末までの期間

就学・職業訓練
● ●

学校等を卒業（修了）予定日が属

する月末までの期間



6

〈対象年齢〉

生後６ヶ月～小学校就学前まで（令和２年４月２日生～令和７年１０月１日生）

〈保育時間〉※保育の必要量によって利用できる時間が異なります。

・保育標準時間（１１時間）

月～金曜日…午前７時１５分～午後６時１５分

土曜日 …午前７時１５分～午後１時００分

・保育短時間（８時間）

月～金曜日…午前８時３０分～午後４時３０分

土曜日 …午前８時３０分～午後１時００分

・延長保育時間 ※保育の必要量によって延長保育に該当する時刻が異なります。

月～金曜日 ※延長保育には、保育料とは別に料金が必要です。

保育標準時間…午後６時１５分～午後７時００分

保育短時間…午前７時１５分～午前８時３０分

午後４時３０分～午後７時００分

〈参考〉

午前7時 15分 午前 8時30分 午後4時30分 午後7時

午後6時 15分

＜休業日＞日曜日・祝日

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育

保育標準時間（１１時間） 延長保育
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〈徴収金〉※毎月徴収

・保育料（０歳児から２歳児）※４月 1日時点の年齢

…保育料は、原則、親（親以外の同居する祖父母等が家計維持の主体である場合は、そ

の家計維持主体者）の町民税所得割課税額（※）及び児童の年齢等により保育料を算定

します。４月～８月（前年度の町民税所得割課税額）、９月～３月は（当該年度の町民税所

得割課税額）にて決定されます。

※町民税所得割課税額（配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等を

控除する前の額）

※保育料については、 １３ページをご覧ください。

・給食費（３歳～５歳児のみ）※４月 1日時点の年齢

…５，０００円（主食費：５００円、副食費：４，５００円）

※生活保護世帯、非課税世帯、多子世帯などは、副食費が減免されます。（1５ページ参照）

・バス代…３，０００円（利用者のみ）

・その他…保護者会会費、絵本代

・延長保育料

２号認定…標準・短時間認定ともに１５分毎に２００円（上限なし）

３号認定…保育標準時間：15分毎に５０円（上限２，０００円）

保育短時間 ：３０分毎に２５０円（上限なし）

〈給食〉

完全給食（月～金曜日）

土曜日は、午後１時までの保育希望者のみ、弁当、水筒持参
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〈申込時の必要書類について〉

□ 受付票

□ 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書（児童１人につき１部）

□ バス利用及び保育料・授業料口座振替金融機関調べ

□ 個人番号の提供書

□ 保育の必要性の事由を申告するために必要な書類※下記の表を参照

※児童の親及び児童と同居している６０歳未満の祖父母について証明が必要

※上記の必要書類が揃っていない場合は、受付できませんのでご注意ください。

※令和７年１月１日現在、他市町村に住民登録があった場合は、課税証明書の提出をお願

いする場合があります。

※ひまわりのたね保育所と併願でも申込みが可能です。

保育を必要とする事由 必要書類

□ 就労
外 勤 の 方：就労証明書（全国共通様式）

自 営 業 の方：就労証明書（全国共通様式）

〈添付書類〉 確定申告書または源泉徴収票の写し（令和５年分）

※上記がない場合は営業の事実が確認できる書類

※就労証明書に関して、三宅町ホームページに掲載のExcel様式に勤務

先のご担当者様がご入力いただき、プリントアウトしたものを提出い

ただいても構いません。

□ 育児休業取得中

の継続利用保育

□ 妊娠・出産
妊娠・出産申告書、母子健康手帳の写し

※保護者の氏名記載ページと出産予定日記載ページ

□ 保護者の

疾病・負傷・障害

疾病・障害等状況報告書及び下記の添付書類

〈添付書類〉

疾病・怪我による申告の方：医師の診断書（町指定様式）

障害による申告の方：障害者手帳の写し

□ 親族の

常時介護・看護

介護・看護状況申告書及び親族に関する下記の添付書類

〈添付書類〉

身体障害者手帳１・２級、療育手帳A1・A2、精神障害者手帳１級、

介護認定証の写し

上記所持していない場合は、医師の診断書（町指定様式）

□ 災害復旧 罹災証明書

□ 求職活動

求職活動状況申立書

※３ヶ月間の認定。3ヶ月後に求職活動での認定を継続される場合は、ハ

ローワーク受付票のコピーが必要。

□ 就学・職業訓練 在学証明書
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３．小規模保育事業所 ひまわりのたね保育所について

（１）保育認定（３号認定）入園について

〈入園基準〉

下記の表のいずれかの事由により、｢保育の必要性の認定｣を受けることが必要です。

保育を必要とする事由

保育必要量（１日）

認定期間短時間 標準時間

８時間 11時間

就労（保護者のいずれもが

月１２０時間以上） ●

小学校就学の始期に達するまで

の期間

就労（保護者の就労時間が

月４８時間以上月１２０時間

未満）

●

育児休業取得中の継続利

用保育
●

原則、生まれた子が満１歳に達す

る日の属する月末までの期間

（入所保留による育児休業期間

の延長時は除く）

妊娠・出産

●

出産予定月の前月から、出産日

より 8週間を経過する翌日が属

する月末まで

保護者の

疾病・負傷・障害 ●

疾病等が回復、平癒した日の月

末、又は小学校就学の始期に達

するまでの期間

親族の

常時介護・看護 ● ●

介護・看護が終了する日の月末、

又は小学校就学の始期に達する

までの期間

災害復旧

●

災害復旧し、保育の必要性がな

くなった日の月末、又は小学校

就学の始期に達するまでの期間

求職活動
●

利用開始後、３ヶ月が経過する日

が属する月末までの期間

就学・職業訓練
● ●

学校等を卒業（修了）予定日が属

する月末までの期間
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〈対象年齢〉

生後６ヶ月～２歳児まで（令和５年４月２日生～令和７年１０月１日生）

〈保育時間〉※保育の必要量によって利用できる時間が異なります。

・保育標準時間（１１時間）

月～金曜日…午前７時３０分～午後６時３０分

・保育短時間（８時間）

月～金曜日…午前９時００分～午後５時００分

・延長保育時間 ※保育の必要量によって延長保育に該当する時刻が異なります。

月～金曜日 ※延長保育には、保育料とは別に料金が必要です。

保育標準時間…午後６時３０分～

保育短時間…午前７時３０分～午前９時００分

午後５時００分～

〈参考〉

午前7時３０分 午前９時０0分 午後５時０0分

午後6時３０分

＜休業日＞土曜日・日曜日・祝日

〈徴収金〉※毎月徴収

・保育料（０歳児から２歳児）※４月 1日時点の年齢

利用する子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）

・行事費、教材費等（随時）

・延長保育料

３号認定…保育標準時間：15分毎に５０円（上限２，０００円）

保育短時間 ：３０分毎に２５０円（上限なし）

〈給食〉 完全給食（月～金曜日）

延長保育 保育短時間（８時間） 延長保育

保育標準時間（１１時間） 延長保育
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〈申込時の必要書類について〉

□ 受付票

□ 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書（児童１人につき１部）

□ 個人番号の提供書

□ 保育の必要性の事由を申告するために必要な書類※下記の表を参照

※児童の親及び児童と同居している６０歳未満の祖父母について証明が必要

※上記の必要書類が揃っていない場合は、受付できませんのでご注意ください。

※令和７年１月１日現在、他市町村に住民登録があった場合は、課税証明書の提出をお願

いする場合があります。

※三宅幼児園（保育認定 ３号認定）との併願での申込も可能です。

保育を必要とする事由 必要書類

□ 就労
外 勤 の 方：就労証明書（全国共通様式）

自 営 業 の方：就労証明書（全国共通様式）

確定申告書または源泉徴収票の写し（令和５年分）

※上記がない場合は営業の事実が確認できる書類

※就労証明書に関して、三宅町ホームページに掲載のExcel様式に勤務

先のご担当者様がご入力いただき、プリントアウトしたものを提出い

ただいても構いません。

□ 育児休業取得中

の継続利用保育

□ 妊娠・出産
妊娠・出産申告書、母子健康手帳の写し

※保護者の氏名記載ページと出産予定日記載ページ

□ 保護者の

疾病・負傷・障害

疾病・障害等状況報告書及び下記の添付書類

〈添付書類〉

疾病・怪我による申告の方：医師の診断書（町指定様式）

障害による申告の方：障害者手帳の写し

□ 親族の

常時介護・看護

介護・看護状況申告書及び親族に関する下記の添付書類

〈添付書類〉

身体障害者手帳１・２級、療育手帳A1・A2、精神障害者手帳１級、

介護認定証の写し

上記所持していない場合は、医師の診断書（町指定様式）

□ 災害復旧 罹災証明書

□ 求職活動

求職活動状況申立書

※３ヶ月間の認定。3ヶ月後に求職活動での認定を継続される場合は、ハ

ローワーク受付票のコピーが必要。

□ 就学・職業訓練 在学証明書
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４．利用者負担額（保育料）について

（１）保育料の算定について

① 保育料は、児童の父母及び同一地番に居住する祖父母等の市町村民税の所得割額の

合計額に応じて算定されます。なお、祖父母等の市町村民税を合算するのは、父母の年

収（※）が103万円未満の場合に限ります。自営業等で確定申告をしている場合の年収

は、所得金額を指します。

② 保育料の決定に用いる市町村民税とは、税額控除（住宅借入金等特別税額控除、配当

割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等）の適用を受け

る前の税額です。

③ 毎年度、４月～８月は、前年度の市町村民税額、9月～翌年３月は当該年度の市町村民

税額に基づき、保育料を算定します。

④ 未申告等で税額の確認ができない時は、保育料を最高金額で決定することもあります。

⑤ 通所の有無にかかわらず、在籍している限り、保育料は毎月徴収いたします。（保育料

は月額で算定し、日割りでの算定はできません。）

⑥ 算定上の年齢は、当該年度の初日の前日の満年齢により決定し、年度途中の変更はあ

りません。

（２）三宅町独自施策について

令和５年４月１日から三宅町独自の子育て施策を推進するため、下記のとおり利用者負担額

を変更しました。

① 第２子以上の利用者負担額（保育料）を無償にします。

② 町民税課税世帯である第１子の利用者負担額（保育料）を、一律にします。

（短時間認定 5,300円 標準時間認定 7,200円）

※ 令和元年１０月１日より、国による幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園・保育園・

認定こども園などに通う主に３歳～５歳の児童に係る保育料はすでに無償化されている

ことから変更はありません。

（３）ひとり親世帯等の保育料負担額の軽減について

ひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯は、保育料や副食費が軽減される場合があ

ります。世帯状況の確認のために、児童扶養手当や特別児童扶養手当の証書などの世帯

状況を確認できる書類を申請の際にご提出ください。



13

（４）保育料の支払いについて

施設種別 支払先

町内公立認定こども園（三宅幼児園）、

町外私立保育所

三宅町

（指定の金融機関・健康子ども課窓口）

小規模保育事業所（ひまわりのたね保育所）

町外私立認定こども園

ご利用の事業所、認定こども園

町外公立保育所、町外公立認定こども園 施設所在地市町村（町外）保育担当課
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５．副食費の減免について

３～５歳児については、給食費（主食費・副食費）を徴収します。

（０～２歳児の給食費は、保育料に含まれています。）

（１）副食費の減免対象算定について

① 副食費は、児童の父母及び同一地番に居住する祖父母等の市町村民税の所得割額の

合計額に応じて減免されます。なお、祖父母等の市町村民税を合算するのは、父母の年

収（※）が103万円未満の場合に限ります。自営業等で確定申告をしている場合の年収

は、所得金額を指します。

② 副食費の減免に用いる市町村民税とは、税額控除（住宅借入金等特別税額控除、配当

割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等）の適用を受け

る前の税額です。

③ 毎年度、４月～８月は、前年度の市町村民税額、9月～翌年３月は当該年度の市町村民

税額に基づき、保育料を算定します。

④ 未申告等で税額の確認ができない時は、減免を適用しないこともあります。

⑤ 算定上の年齢は、当該年度の初日の前日の満年齢により決定し、年度途中の変更はあ

りません。

（２）多子軽減などについて

下記の表に該当する場合は、副食費が免除となります。
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（３）三宅町独自施策について

（２）に加え、令和８年４月１日から三宅町では、子育て世帯への負担軽減のため、町内の保

育施設に通う３歳児クラス～５歳児クラス（１号認定及び２号認定）の児童の給食費を令和8年

４月から無償化しています。

三宅町外の私立保育所、認定こども園に通園されている３歳児クラス～５歳児クラスの児童

に関しては、月額5,100円を上限に助成します。（国の制度で副食費が免除されている場合

は、主食費のみが対象となります。）このことに伴い、三宅町外の私立保育所、認定こども園に

通園されている児童に関しては、償還払いとなりますので助成申請手続きが必要です。

三宅幼児園に通園している３歳児クラス～５歳児クラスの児童

◎１号（教育）認定

◎２号（保育）認定

三宅町外の私立保育所、認定こども園に通園する３歳児クラス～５歳児クラスの児童

三宅町外の私立保育所、認定こども園に通園されている児童に関しては、償還払いとなりま

すので健康子ども課へ助成申請手続きが必要です。

◎申請書類（※３か月毎にまとめて申請してください）

・三宅町子育て応援保育施設等給食費助成金申請書兼請求書（様式第１号）

・振込先口座確認書類（通帳、キャッシュカード等）

・保育料及び給食費の支払い額が確認できるもの

（例）領収書、口座振替通知書、通帳の写し（※該当欄以外は黒塗りしてください） 等

施設 年齢・クラス 給食費 ～令和７年度 令和８年度～

三宅幼児園

３歳児クラス

～

５歳児クラス

主食費 ５００円 ０円

副食費 3,500円 ０円

施設 年齢・クラス 給食費 ～令和７年度 令和８年度～

三宅幼児園

３歳児クラス

～

５歳児クラス

主食費 ５００円 ０円

副食費 4,500円 ０円
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６．特定教育・保育施設等の利用までの流れについて

① 利用案内・申請書類の受け取り

三宅町健康子ども課窓口または三宅町ホームページから利用案内・申請書類を受け取

り、必要書類をご準備ください。

② 利用案内・申請書類の提出

下記の受付期間中または、申請期限までに、健康子ども課窓口にて提出してください。

【令和８年４月からの利用希望の方】

≪受付期間≫令和７年１１月４日（火）～1４日（金） ※土日祝日を除く

午前8時30分～午後５時 15分まで

≪受付場所≫三宅町健康子ども課（あざさ苑内１階）

※原則、上記日程以外、申込みの受付はできません。やむを得ない事情等により上記期間

中に申し込みができない場合は、受付期間内に、三宅町健康子ども課保育事務担当者へ

電話か電子メールにて、相談していただけますようお願いします。

【令和８年５月以降の利用希望の方】

・利用開始したい月の前々月 1日～前月１０日までに必要書類をそろえて、三宅町健康子

ども課へお申し込みください。

（例）令和８年５月から利用したい場合、『令和８年3月 1日～４月１０日まで』に申請。

・お子さまの該当年齢のクラスの受け入れ人数の状況により利用希望月からの受け入れ

ができない場合があります。その場合は、入所保留（待機）となりますのでご了承ください。

③支給認定等の決定

提出書類を確認し、三宅町において、保育の必要性を審査します。令和８年４月入園希望

の方の場合、12 月中旬頃に、「支給認定証」を交付します。「支給認定証」は重要な書類で

すので、認定期間内は紛失しないように大切に保管してください。

※支給認定証は、特定教育・保育施設を利用できる対象であるかどうかを認定するもので

す。利用希望施設への入園や入所が確約されるものではありませんのでご注意ください。

④利用の決定

三宅町で規定している保育利用調整基準表を用いて、保育の必要性の高い子どもから

順に決定します。決定した方に対しては、12 月中旬頃に「内定通知」、３月上旬に「利用決

定通知」を送付します。利用調整の結果、利用していただくことができない場合は、「不承

諾通知」を送付いたします。不承諾となった場合は、「入所保留（待機）」扱いとなります。
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※申請内容に変更が生じた場合について

・退職、転職、育児休業の取得、家庭状況の変化など、申請内容から変更が生じた場合は、

速やかに健康子ども課での認定内容の変更手続きをお願いします。

・認定内容の変更は、変更申請された日の翌月からとなります。月途中の変更や、過去に

さかのぼっての変更ができません。

・変更内容によって、保育の必要量や保育料を変更することがありますので、ご注意くだ

さい。

７．広域利用について

広域利用とは、住所地以外の市町村の認可保育所等に入所を希望する場合、市町村間で

協議・調整を行うことで、住所地以外の市町村で認可保育所等への利用申込ができる制

度です。

広域利用を希望するためには、双方の市町村で広域利用の取り扱いを行っており、利用

条件が一致していることが必要です。

広域利用による入所申請を希望する場合は、事前に双方の市町村に利用条件等をご確

認ください。

また、入所申請される場合は、原則住所地の市町村に申請を行ってください。

双方の市町村の協議により、入所が認められた場合でも、広域利用の保育期間は原則、

利用調整を行った当該年度の年度末までとなります。

次年度も継続利用を希望する場合には、次年度の申込（現況届の提出）が必要となりま

す。ただし、次年度の利用申込をした場合でも、市町村間での協議や利用調整が必要とな

るため、継続して入所ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

（１）三宅町に住民票がある場合

１．町外の認可保育所等に入所を希望する場合

三宅町健康子ども課に、必要書類を提出してください。

申請期限については、利用を希望される保育施設のある市町村にご確認ください。

なお、市町村間での協議など事務処理に時間を必要としますので、利用希望先の市町村

の申請期限の２週間前には、必要書類を三宅町健康子ども課に提出してください。

２．町外に転出予定で、転出予定先の認可保育所等に入所を希望する場合

三宅町外に転出予定で利用申込をする場合、転出先の市町村で直接申込できる場合が

あります。転出先の市町村に事前にご確認ください。

転出先市町村で直接申込を行わない場合は、三宅町健康子ども課で利用申込を受け付

けし、利用希望先の市町村との協議を行います。
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（２）三宅町に住民票がない場合

１．三宅町内の特定教育・保育施設の利用を希望する場合

住所地（住民票）のある市町村に保育利用申請書等を提出してください。

申請期限は三宅町の定める期限となりますが、市町村間での協議などの事務処理の都

合で申請期限よりも早く提出を求められる場合がありますので、住所地の市町村に事前

にご確認ください。

２．三宅町に転入予定で、町内の特定教育・保育施設の利用を希望する場合

入所月までに三宅町に転入予定の場合、入所申請時点で三宅町外在住であっても、三宅

町に直接入所申請を行っていただくことができます。その場合は、三宅町所定の必要書類

をご用意ください。また、必要書類とあわせて、転入誓約書と三宅町へ転入されることが

確認できる書類の提出をお願いします。（不動産契約書など）

※転入予定で申請を行った場合、入所月までに三宅町に転入する必要があります。

入所月までに三宅町内に転入していない場合は、入所内定が取り消しとなる場合があり

ます。

※広域利用に関する町内認可保育施設の利用調整の取り扱いについて

三宅町内の保育施設への利用調整に関しては、三宅町民を優先に入所選考を行います。

ただし、入所月までに三宅町に転入予定の場合や、保護者が三宅町の保育施設に勤務す

る又は勤務予定の保育士・保育教諭である場合は、三宅町民と同じ条件で入所選考を行

います。

○問い合わせ先

三宅町健康子ども課（担当：石田・福田）

電話：0745-43-3580（平日 午前８時30分～午後5時 15分まで）

メールアドレス：kenkou@town.miyake.lg.jp ※返信は、後日になることがあります。


